
議 案 第 ８ ０ 号

伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 制

定 に つ い て

伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 別 記 の と お

り 制 定 す る 。

令 和 ４ 年 ９ 月 ５ 日 提 出

伊 丹 市 長 藤 原 保 幸

理 由

雇 用 保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） の 一 部 改 正 に 伴 う と と

も に ， 国 家 公 務 員 の 退 職 手 当 制 度 の 一 部 改 正 に 準 じ ， 職 員 に 係 る 失

業 者 の 退 職 手 当 等 の 改 正 を 行 う た め 。

議８０



伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 （ 令

和 ４ 年 伊 丹 市 条 例 第 号 ）

伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 昭 和 ２ ７ 年 条 例 第 ２ ３ ７ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 ２ 条 第 ２ 項 中 「 含 む 。 」 の 右 に 「 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て 「 勤 務

日 数 」 と い う 。 」 を ， 「 １ ８ 日 」 の 右 に 「 （ １ 月 間 の 日 数 （ 伊 丹 市

の 休 日 を 定 め る 条 例 （ 平 成 ３ 年 伊 丹 市 条 例 第 １ 号 ） 第 １ 条 第 １ 項 各

号 に 掲 げ る 日 の 日 数 は 、 算 入 し な い 。 ） が ２ ０ 日 に 満 た な い 日 数 の

場 合 に あ つ て は 、 １ ８ 日 か ら ２ ０ 日 と 当 該 日 数 と の 差 に 相 当 す る 日

数 を 減 じ た 日 数 。 第 ８ 条 第 ２ 項 に お い て 、 「 職 員 み な し 日 数 」 と い

う 。 ） 」 を 加 え る 。

第 ８ 条 第 ２ 項 中 「 前 に 職 員 」 の 右 に 「 又 は 職 員 以 外 の 者 で 勤 務 日

数 が 職 員 み な し 日 数 以 上 あ る 月 が １ 月 以 上 あ る も の （ 季 節 的 業 務 に

４ 月 以 内 の 期 間 を 定 め て 雇 用 さ れ 、 又 は 季 節 的 に ４ 月 以 内 の 期 間 を

定 め て 雇 用 さ れ て い た 者 に あ つ て は 、 引 き 続 き 当 該 所 定 の 期 間 を 超

え て 勤 務 し た も の に 限 る 。 ） で あ つ た 者 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 職

員 等 」 と い う 。 ） 」 を 加 え ， 同 項 各 号 列 記 以 外 の 部 分 中 「 当 該 職 員 」

を 「 当 該 職 員 等 」 に 改 め ， 同 項 第 １ 号 中 「 職 員 」 を 「 職 員 等 」 に 改

め ， 同 項 第 ２ 号 中 「 係 る 職 員 」 を 「 係 る 職 員 等 」 に ， 「 の 職 員 」 を

「 の 職 員 等 」 に 改 め ， 同 条 第 ３ 項 た だ し 書 中 「 第 １ 項 第 ２ 号 」 を 「

同 号 」 に ， 「 雇 用 保 険 法 」 を 「 同 法 」 に 改 め ， 同 条 第 ４ 項 中 「 、 当

該 退 職 」 を 「 当 該 退 職 」 に ， 「 」 と す る 」 を 「 」 と し 、 当 該 退 職 の

日 後 に 事 業 （ そ の 実 施 期 間 が ３ ０ 日 未 満 の も の そ の 他 市 長 の 承 認 を

得 て 任 命 権 者 が 定 め る も の を 除 く 。 ） を 開 始 し た 職 員 そ の 他 こ れ に

準 ず る も の と し て 市 長 が 定 め る 職 員 又 は 市 長 の 承 認 を 得 て 任 命 権 者

が 定 め る 職 員 が 任 命 権 者 が 定 め る と こ ろ に よ り 、 市 長 に そ の 旨 を 申

し 出 た と き は 、 当 該 事 業 の 実 施 期 間 （ 当 該 実 施 期 間 の 日 数 が ４ 年 か

ら 第 １ 項 及 び こ の 項 の 規 定 に よ り 算 定 さ れ る 期 間 の 日 数 を 除 い た 日

数 を 超 え る 場 合 に お け る 当 該 超 え る 日 数 を 除 く 。 ） は 、 第 １ 項 及 び

こ の 項 の 規 定 に よ る 期 間 に 算 入 し な い 」 に 改 め ， 同 条 第 ５ 項 中 「 、
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第 ２ 号 」 を 「 、 同 号 」 に 改 め ， 同 条 第 ９ 項 中 「 第 ４ １ 条 」 を 「 第 ４

１ 条 第 １ 項 」 に 改 め ， 同 条 第 １ ０ 項 中 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し ， 第 ２ 号

を 第 ３ 号 と し ， 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。

⑵  そ の 者 が 次 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合  

ア 特 定 退 職 者 で あ つ て 、 雇 用 保 険 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項 各 号

に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 市 長 が 定 め る 者 の い ず れ か に

該 当 し 、 か つ 、 市 長 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再

就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第

１ ４ １ 号 ） 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適

当 で あ る と 認 め た も の

イ 雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 理 由 に よ り 就 職 が 困 難 な 者 で あ つ て 、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第

１ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 市 長 が 定 め る 者 に

該 当 し 、 か つ 、 市 長 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再

就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認 め た も の

第 ８ 条 第 １ １ 項 第 ５ 号 中 「 公 共 職 業 安 定 所 」 の 右 に 「 、 職 業 安 定

法 第 ４ 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 公 共 団 体 若 し く は 同 法 第 １ ８ 条

の ２ に 規 定 す る 職 業 紹 介 事 業 者 」 を 加 え る 。

第 ８ 条 第 １ ７ 項 中 「 本 条 」 を 「 こ の 条 」 に 改 め る 。

付 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。

３ 令 和 ７ 年 ３ 月 ３ １ 日 以 前 に 退 職 し た 職 員 に 対 す る 第 ８ 条 第 １ ０

項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 第 ２ ８ 条 ま で 」 と あ る の は 、

「 第 ２ ８ 条 ま で 及 び 附 則 第 ５ 条 」 と 、 同 項 第 ２ 号 中

「 イ 雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 理 由 に よ り 就 職 が 困 難 な 者 で あ つ て 、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第

１ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 市 長 が 定 め る 者 に

該 当 し 、 か つ 、 市 長 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再

就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認 め た も の 」
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と あ る の は 、

「 イ 雇 用 保 険 法 第 ２ ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め

る 理 由 に よ り 就 職 が 困 難 な 者 で あ つ て 、 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第

１ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 者 に 相 当 す る 者 と し て 市 長 が 定 め る 者 に

該 当 し 、 か つ 、 市 長 が 同 項 に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再

就 職 を 促 進 す る た め に 必 要 な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が 適 当 で あ る と 認 め た も の

ウ 特 定 退 職 者 で あ つ て 、 雇 用 保 険 法 附 則 第 ５ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 地 域 内 に 居 住 し 、 か つ 、 市 長 が 同 法 第 ２ ４ 条 の ２ 第 １ 項

に 規 定 す る 指 導 基 準 に 照 ら し て 再 就 職 を 促 進 す る た め に 必 要

な 職 業 安 定 法 第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 職 業 指 導 を 行 う こ と が

適 当 で あ る と 認 め た も の （ ア に 掲 げ る 者 を 除 く 。 ） 」

と す る 。

付 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は ， 令 和 ４ 年 １ ０ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 （ 以 下 「

新 条 例 」 と い う 。 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ８ 条 第 ２ 項 の 規 定 は ， こ

の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 の 期 間 に お け

る 退 職 手 当 の 支 給 の 基 礎 と な る 勤 続 期 間 の 計 算 に つ い て 適 用 し ，

同 日 前 の 当 該 期 間 の 計 算 に つ い て は ， な お 従 前 の 例 に よ る 。

３ 新 条 例 第 ８ 条 第 ４ 項 の 規 定 は ， 施 行 日 以 後 に 同 項 の 事 業 を 開 始

し た 職 員 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の と し て 同 項 の 任 命 権 者 が 定 め る

職 員 に 該 当 す る に 至 っ た 者 に つ い て 適 用 す る 。

４ 新 条 例 第 ８ 条 第 １ ０ 項 （ 第 ２ 号 に 係 る 部 分 に 限 り ， 新 条 例 付 則

第 ３ 項 の 規 定 に よ り 読 み 替 え て 適 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 は ，

退 職 職 員 （ 退 職 し た 伊 丹 市 職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 １ 条 に 規 定 す

る 職 員 （ 同 条 例 第 ２ 条 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 職 員 と み な さ れ る 者 を

含 む 。 ） を い う 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） で あ っ て 同 条 例 第 ８ 条 第
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１ 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 所 定 給 付 日 数 か ら 同 項 に 規 定 す る 待 期 日 数

を 減 じ た 日 数 分 の 同 項 の 退 職 手 当 又 は 同 号 の 規 定 の 例 に よ り 雇 用

保 険 法 （ 昭 和 ４ ９ 年 法 律 第 １ １ ６ 号 ） の 規 定 を 適 用 し た 場 合 に お

け る そ の 者 に 係 る 同 号 に 規 定 す る 所 定 給 付 日 数 に 相 当 す る 日 数 分

の 同 条 第 ３ 項 の 退 職 手 当 の 支 給 を 受 け 終 わ っ た 日 が 施 行 日 以 後 で

あ る も の に つ い て 適 用 す る 。

５ 退 職 職 員 で あ っ て 職 業 安 定 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 １ ４ １ 号 ） 第

４ 条 第 ９ 項 に 規 定 す る 特 定 地 方 公 共 団 体 又 は 職 業 安 定 法 第 １ ８ 条

の ２ に 規 定 す る 職 業 紹 介 事 業 者 の 紹 介 に よ り 職 業 に 就 い た も の に

対 す る 新 条 例 第 ８ 条 第 １ １ 項 （ 第 ５ 号 に 係 る 部 分 に 限 り ， 伊 丹 市

職 員 退 職 手 当 支 給 条 例 第 ８ 条 第 １ ５ 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含

む 。 ） の 規 定 は ， 当 該 退 職 職 員 が 当 該 紹 介 に よ り 職 業 に 就 い た 日

が 施 行 日 以 後 で あ る 場 合 に つ い て 適 用 す る 。

議８０-５*




